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86 第四章 巻頭言（日本ムスリム協会会報より）

口
東京オリンピック・パラリンピックを迎えるに当たり

いよいよ来年夏、東京オリンビック ・

パラリンビックがやってくる。このス
ポ ー ツの祭典に向けて国内では会場や
施設の準備、出場選手選考等が熱を上
げてきた。日本での開催は1964年以
来の56年ぶりだ。前回の1964年東京
オリンピックでは戦後間もない厳しい
国内事情にもかかわらず、全国民が各
国選手を温かく迎え、彼らの活躍を夢
中になって観戦したこと、また、この
年をきっかけに新幹線が開通し、国内
経済が急速に成長し、世界第二位の経
済大国と言われるまでに発展したこと
が思い出される。

この世界的規模のスポ ー ツの祭典は、
大変意義のあるものだと思う。今日世
界は環境破壊、核使用、領土拡大など
地球規模の大きな問題を抱えている。
そのおもな要因は、人間の欲望が自国
または自己利益のため他国との協調に
欠けているからでないかと思う。人間
の欲望を抑えるためには、民族、国境、
宗教の違いを乗り越えた共通のルール
を作り、それを順守すれば問題が起こ
らないで済むであろう。その点、スポー

ツはひとつのルー ルの下で戦う。もち
ろん自国の選手を応援するのは人情で

会長 アミ ーン徳増公明

あるが、感動を与えた素晴らしい成果
を見せた選手には敵味方なく称賛の拍
手を送る。もし、全人類が平安で健全
な社会を目指すイスラーム法のような
公正で不変なルールを順守したならば、
たとえどのような問題が発生しても人
びとは、諄いを起こしたり、対立した
りして不安に陥れることはないでおろ
う。

イスラーム諸国からも大勢の選手や
観戦者がやって来る。 私達の協会は、 一

ドバイ首長管轄の慈善団体からの支援
を受け、彼らを温かく迎え、また彼ら
が日本で快適に過ごせるような「日本
とUAEの文化交流事業」を企画した。
日本側オリンピック・パラリンピック
関係者、特にホストタウン市町村の人
たちに、ムスリムの生活基盤である食
文化を中心としたイスラ ー ムについて
の講演とムスリム向け料理等を提供す
る予定である。

クルアーン；

「あなたがた信仰する者よ、アッ
ラーがあなたがたに許されるもの、
良いものを禁じてはならない。 ま
た法を越えてはならない。 アッ
ラーは法を超える者を御受てにな
られない。」 (5章87節）

日本ムスリム協会会報（第205号；2019年12月）

□三
新型コロナウイルスの試練に思う

今皿の新型コロナウイルス感染拡大
は人類にとってかつてない程の厳しい
試練である。 一月ド旬、中国武漢か
ら始まった人から人へと感染する新
型コロナウイルスは、瞬く間に国境
を越えて世界中に広がり、3 月未現在
でl80カ国、感染者は100万人、死亡
者は5万人に達するという。国内でも
感染者は鼠算式に増大し(4月3 H現
在、3,850人）、医療崩壊を招く磐いだ。
私たちは死をもたらすHに見えないこ
のウイルスに大きな不安と恐怖を抱く
H々を送っている。

発生当初から多くの医師や専l'’l家が
感染拡大の予防や対処法として、換気
の悪い密閉空間、多くの人の密梨する
場所、近距離間での会話等を避けるよ
うに警告していふまた早く感染検査
をするように訴えてきた。ところが一

部の事業者は収入減少で生活が苦しく
なる、あるいは若者は致死率が低いと
の情報 に、この警告を軽視してきたよ
うに思える。また、政府は感染した国
からの入国規制や集会・イペント等自
粛要請をしてきたが、その対応は遅れ
てしまったような気がする。北海道知

会長 アミ ー ン徳増公明

事は道内各地に感染者が現れたことも
あり、早期に全学校の休校を指示し
た。その時、その決意の法的根拠を記
者から尋ねられた知事は「法的根拠は
ない。何よりも命が大切だ」と返答し
た。命を預かる行政の質任者として適
切な判断だったと思う。こうした緊急
事態の場合は、政治的、法律的、経済
的配慮も大切だが、国民の健康や命を
守ることを最優先し、早急に決断を下

すことが求められるc 当然なことだが
国民の健康こそが、健全な社会を作り、
健全な国家をつくる礎なのだ。国民は
一人一 人が危機意識を持ち、自分のた
め、社会のため、専門家や政府の訴え
を政く受け止め、遊守する必要があろ
う。早く治療薬が作られ、この問題が
終息し、安心して生活できる社会に戻
るように祈っている。最後に、このウ
イルスで亡くなられた方に哀悼の滋を
巾しtげる。また感染者を救うために
日夜献身的に尽くしている医療従事者
の方に感謝を申し上げる。

「人の生命を救ったものは、 全
人類の生命を救ったのと同じてあ
る」（クルア ー ン 5 章 32 節）

日本ムスリム協会会報(206号；2020年4月）
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